
泉大津市規則第２５号 

 

泉大津市都市計画法施行細則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号）、都市計画

法施行規則（昭和４４年建設省令第４９号。以下「省令」という。）に定めるも

ののほか、都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）の施

行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（土地の試掘等の許可申請） 

第２条 法第２６条第１項の規定により土地の試掘等の許可を受けようとする者

は、土地の試掘等許可申請書（様式第１号）に、次に掲げる図書を添えて市長に

提出しなければならない。 

⑴ 位置図（試掘等を行う場所の位置を明示した縮尺２５００の１以上のもの） 

⑵ 実測平面図（試掘等を行う場所の区域を明示した縮尺５００の１以上のも

の） 

⑶ その他市長が必要と認める図書 

（開発許可の申請） 

第３条 法第２９条第１項の規定に基づく許可を受けようとする者は、開発行為許

可申請書（様式第２号）を市長に提出しなければならない。 

２ 省令第１６条第２項の設計説明書は、設計説明書（様式第３号）とする。 

３ 省令第１７条第１項第４号に規定する書類は、設計者の資格に関する調書（様

式第４号）とする。 

４ 省令第１６条第１項の開発行為許可申請書には、法第３０条第２項に規定する

書面及び図書のほか、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 

⑴ 申請に係る土地の区域の求積平面図 

⑵ 申請に係る土地の区域において排出される下水道法（昭和３３年法律第７９

号）第２条第１号に規定する下水の量を算定した計算書 

⑶ 申請者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書又は商業登

記規則（昭和３９年法務省令第２３号）第３０条第１項第４号の代表者事項証



明書（以下「代表者事項証明書」という。） 

⑷ 法第３３条第１項第１２号に掲げる基準に係る開発行為である場合にあって

は、申請者の事業経歴書並びに最近２事業年度の法人税（個人の場合にあって

は、所得税）及び事業税（個人の場合にあっては、都道府県民税及び市町村民

税）の納税証明書 

⑸ 法第３３条第１項第１３号に掲げる基準に係る開発行為である場合にあって

は、次に掲げる書類 

イ 工事施行者の事業経歴書 

ロ 工事施行者が建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の許可

を受けたことを証する書類の写し 

⑹ 法第３３条第１項第１４号の規定により同意を得た者の印鑑証明書 

⑺ 申請に係る土地の登記事項証明書 

⑻ 申請に係る土地の地籍図の写し 

⑼ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面 

（標識の掲示） 

第４条 法第２９条第１項の許可を受けた者は、当該許可に係る開発区域内の見や

すい場所に、開発許可標識（様式第５号）を掲示しなければならない。 

（国又は都道府県等との開発行為についての協議） 

第５条 国の機関又は都道府県等（法第３４条の２第１項に規定する都道府県等を

いう。第７条第１項において同じ。）は、法第３４条の２第１項の協議をしよう

とするときは、開発行為協議申出書（様式第６号）を市長に提出しなければなら

ない。 

２ 前項の開発行為協議申出書には、法第３０条第２項に規定する書面及び図書の

ほか、第３条第４項各号（第３号及び第４号を除く。）に掲げる書類及び図面を

添付しなければならない。 

（開発行為変更許可の申請等） 

第６条 法第３５条の２第１項の許可の申請は、開発行為変更許可申請書（様式第

７号）を提出することにより行わなければならない。 

２ 前項の開発行為変更許可申請書には、省令第２８条の３に規定する図書のほ

か、第３条第４項各号に掲げる書類及び図面のうち開発行為の変更に伴いその内



容が変更されるものを添付しなければならない。 

３ 法第３５条の２第３項の規定による届出は、開発行為変更届出書（様式第８

号）を提出することにより行わなければならない。 

４ 前項の開発行為変更届出書には、法第３０条第２項に規定する書面及び図書並

びに第３条第４項各号に掲げる書類及び図面のうち開発行為の変更に伴いその内

容が変更されるものを添付しなければならない。 

（国又は都道府県等との開発行為についての変更協議） 

第７条 国の機関又は都道府県等は、法第３５条の２第４項において準用する法第

３４条の２第１項の協議をしようとするときは、開発行為変更協議申出書（様式

第９号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の開発行為変更協議申出書には、省令第２８条の３に規定する図書のほ

か、第３条第４項各号（第３号及び第４号を除く。）に掲げる書類及び図面のう

ち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。 

（工事の完了の届出） 

第８条 法第３６条第１項の規定による届出は、工事完了届出書（様式第１０号）

を市長に提出しなければならない。 

２ 省令第２９条の工事完了届出書には、届出に係る開発行為に関する工事が当該

開発行為に係る法第２９条第１項の許可の内容に適合していることを証する写真

又は図書を添付しなければならない。 

（建築又は建設の承認の申請） 

第９条 法第３７条第１号の規定による承認の申請は、建築（建設）承認申請書

（様式第１１号）を提出することにより行わなければならない。 

２ 前項の建築（建設）承認申請書には、承認を受けようとする敷地の位置を示す

縮尺１０００分の１以上の敷地位置図その他市長が必要と認める図書を添付しな

ければならない。 

（開発許可等に基づく地位の承継の届出） 

第１０条 法第４４条の規定により、被承継人が有していた開発許可に基づく地位

を承継した者は、速やかに、地位承継届出書（様式第１２号）を承継の原因たる

事実を証する書類を添付して、提出しなければならない。 

（開発許可に基づく地位の承継の承認の申請） 



第１１条 法第４５条の承認の申請は、地位承継承認申請書（様式１３号）を提出

することにより行わなければならない。 

２ 前項の地位承継承認申請書には、承継の原因たる事実を記載した書類並びに第

３条第４項第３号及び第４号に掲げる書類を添付しなければならない。 

（閲覧所の設置） 

第１２条 省令第３８条第１項の規定により、泉大津市開発登録簿閲覧所（以下

「閲覧所」という。）を開発許可担当課に置く。 

（閲覧の手続） 

第１３条 法第４６条の開発登録簿（以下「登録簿」という。）の閲覧（以下「閲

覧」という。）をしようとする者は、閲覧簿に、住所及び氏名並びに閲覧の理由

を記入しなければならない。 

２ 登録簿の閲覧時間は開発許可担当課の執務時間内とする。 

（閲覧の停止及び禁止） 

第１４条 市長は、閲覧をする者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、閲

覧を停止させ、又は禁止することがある。 

⑴ 登録簿又は閲覧簿を閲覧所の外に持ち出したとき。 

⑵ 登録簿又は閲覧簿を破り、若しくは汚したとき、又はそのおそれがあると

き。 

⑶ 他の閲覧をする者に迷惑をかけたとき。 

⑷ 閲覧に関して職員の指示に従わないとき。 

２ 市長は、前項に規定する場合のほか、閲覧所の管理のため特に必要があると認

める場合は、閲覧を停止させ、又は禁止することがある。 

（登録簿の写しの交付申請） 

第１５条 登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿の写し交付申請

書（様式第１４号）を市長に提出しなければならない。 

（都市計画施設の区域内等における建築許可申請） 

第１６条 法第５３条第１項の規定に基づく許可を受けようとする者は、許可申請

書（様式第１５号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の許可申請書には、次の各号に揚げる図書を添付しなければならない。 

⑴ 敷地の位置を表示する図面で縮尺２５００分の１以上のもの 



⑵ 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺２５０分の１以上のもの 

⑶ 建築物の立面及び断面を表示する図面で縮尺２００分の１以上のもの 

⑷ 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書 

（都市計画施設の区域内等における建築許可の基準） 

第１７条 市長は法第５３条第１項の規定に基づく許可の申請があったときは、申

請地が法第５５条第１項に基づく指定地でない場合であって、かつ、法第５４条

の許可基準に合致しているときは許可を行うものとする。 

２ 市長は、前項の許可を行う場合のほか、当該建築物が次の各号に掲げる要件に

該当し、かつ、容易に移転し、若しくは除去することができるものであり、円滑

な都市計画事業を施行する上で支障を及ぼすおそれがないと認める場合は、その

許可を行うことができる。 

⑴ 階数が３以下であり、かつ、地階を有しないこと。 

⑵ 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する

構造であること。 

⑶ 建築物等が都市計画施設等の区域の内外にわたる場合であって、区域内の部

分を容易に分離できるなどの配置や設計上の配慮がなされていること。 

（事業予定地の指定の申出等） 

第１８条 法第５５条第２項の規定により事業予定地を指定すべきことを申し出よ

うとする者は、事業予定地指定申出書（様式第１６号）に、次に掲げる図書を添

えて市長に提出しなければならない。 

⑴ 土地の位置を表す図面（縮尺２５００分の１以上のもの） 

⑵ 土地の区域及び字界を表す実測平面図（縮尺５００分の１以上のもの） 

⑶ 土地の買取りの申出又は先買いに応ずる資金計画書 

⑷ その他市長が必要と認めた図書 

２ 法第５５条第２項の規定により事業予定地の買取りの申出の相手方として定め

るべきことを申し出ようとする者は、事業予定地買取り申出の相手方指定申出書

（様式第１７号）に前項第１号から第３号までに掲げる図面を添えて市長に提出

しなければならない。 

３ 法第５５条第２項の規定により事業予定地の有償譲渡の届出の相手方として定

めるべきことを申し出ようとする者は、有償譲渡届出の相手方指定申出書（様式



第１８号）に第１項第１号から第３号までに掲げる図面を添えて市長に提出しな

ければならない。 

（土地の買取りの申出） 

第１９条 法第５６条第１項の規定により土地の買取りを申し出ようとする者は、

土地買取りの申出書（様式第１９号）を市長に提出しなければならない。 

⑴ 土地の位置を表す図面（縮尺２５００分の１以上のもの） 

⑵ 土地の区域を表す実測平面図（縮尺５００分の１以上のもの） 

⑶ 土地を所有することを証する登記事項証明書 

（地区計画の区域内における行為の届出） 

第２０条 法第５８条の２第１項 の規定による届出は、届出書（様式第２０号）

を市長に提出することにより行うものとする。  

２ 法第５８条の２第２項 の規定による届出は、変更届出書（様式第２１号）を

市長に提出することにより行うものとする。 

３ 前項、前々項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。  

⑴ 土地の区画形質の変更にあつては、次に掲げる図面  

イ 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施

設を表示する図面（縮尺１０００分の１以上のもの） 

ロ 設計図（縮尺１００分の１以上のもの） 

⑵ 建築物の建築、工作物（建築物以外の工作物をいう。以下同じ。）の建設又

は建築物若しくは工作物の用途の変更にあつては、次に掲げる図面  

イ 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面（縮尺１００分の

１以上のもの） 

ロ 都市緑地法 （昭和４８年法律第７２号）第３４条第２項に規定する建築

物の緑化施設の位置を表示する図面（地区整備計画において建築物の緑化率

の最低限度が定められている場合に限る。）（縮尺１００分の１以上のもの） 

ハ ２面以上の建築物又は工作物の立面図及び各階平面図（建築物である場合

に限る。）（縮尺５０分の１以上のもの） 

⑶ 建築物又は工作物の形態又は意匠の変更にあつては、前号イに掲げる図面及

び２面以上の立面図で縮尺５０分の１以上のもの  

⑷ 木竹の伐採にあつては、次に掲げる図面  



イ 当該行為を行う土地の区域を表示する図面（縮尺１０００分の１以上のも

の） 

ロ 当該行為の施行方法を明らかにする図面（縮尺１００分の１以上のもの） 

⑸ その他参考となるべき事項を記載した図書 

（都市計画事業地内における建築等の許可申請書及び添付図書の提出） 

第２１条 法第６５条第１項に規定する許可を受けようとする者は、都市計画事業

地内における建築等の許可申請書（様式第２２号）に、次の各号に掲げる図書を

添えて提出しなければならない。 

⑴ 建築物等の位置を表す図面（縮尺２５００分の１以上のもの） 

⑵ 建築物等の配置及び周囲の状況を現し、当該建築物の建築等に関連して必要

な都市計画区域及び都市計画事業地区域を付記した配置図（縮尺５００分の１

以上のもの） 

⑶ 主要構材の配置及び寸法等を記入した平面図、立面図及び断面図（縮尺３０

０分の１以上のもの） 

⑷ その他市長が必要と認める図書 

（都市計画事業地内における建築等の許可または不許可の通知） 

第２２条 法第６５条第１項に規定する許可の申請のあったときは、市長は、許可

または不許可の通知を行なうものとする。 

２ 前項に規定する許可または不許可の通知は、都市計画事業地内における建築等

の許可通知書（様式第２３号）または都市計画事業地内における建築等の不許可

通知書（様式第２４号）によって行なうものとする。 

（身分証明書） 

第２３条 法第２７条第１項、第２項及び法第８２条第２項に規定する身分証明書

は、様式第２５号による。 

（開発許可不要証明等の申請） 

第２４条 省令第６０条の書面の交付の申請は、開発許可不要等証明申請書（様式

第２６号）を提出することにより行わなければならない。 

２ 前項の開発許可不要証明等申請書には、申請に係る土地の位置を示す図面、省

令第１６条第４項の表に掲げる図面（現況図、土地利用計画図、造成計画平面図

及び造成計画断面図に限る。）その他市長が必要と認める図書を添付しなければ



ならない。 

（書類等の提出部数） 

第２５条 第１６条の規定により提出する書類、図面及び図書の部数は、正本１部

及び副本２部とする。 

２ 第２条から第３条、第５条から第７条まで、第９条、第１８条から２１条及び

第２４条並びに省令第１６条、第１７条、第２８条の３及び省令第３９条第２項

第３号の規定により提出する書類、図面及び図書の部数は、正本１部及び副本１

部とする。 

３ 第８条の規定により提出する書類、図面及び図書の部数は、正本１部とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

この規則は、平成２４年１月１日から施行する。 

   附 則（平成２５年８月１４日規則第１９号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

  附 則（平成２８年３月３１日規則第１６号） 

 この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年４月１日規則第１７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前のそれぞれの規則の様式により作成した用紙等で残存するものについて

は、当分の間、所要の調整を行った上、改正後のそれぞれの規則の様式により作

成した用紙等として使用することができる。 


